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札幌市議会第二部決算特別委員会記録（第９号） 

令和７年（2025年）10月29日（水曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 33名 

    委 員 長  中  川  賢  一       副 委 員 長  あお い  ひろ み 

    委   員  三  上  洋  右       委   員  五十 嵐  徳  美 

    委   員  佐々 木  みつ こ       委   員  飯  島  弘  之 

    委   員  北  村  光一 郎       委   員  小  竹  とも こ 

    委   員  川  田  ただひさ       委   員  村  山  拓  司 

    委   員  三  神  英  彦       委   員  山  田  洋  聡 

    委   員  和  田  勝  也       委   員  福  士     勝 

    委   員  しの だ  江里 子       委   員  林      清  治 

    委   員  たけのうち  有  美       委   員  水  上  美  華 

    委   員  篠  原  すみ れ       委   員  定  森     光 

    委   員  國  安  政  典       委   員  好  井  七  海 

    委   員  小  口  智  久       委   員  わたなべ  泰  行 

    委   員  福  田  浩 太 郎       委   員  池  田  由  美 

    委   員  田  中  啓  介       委   員  吉  岡  弘  子 

    委   員  佐  藤     綾       委   員  坂  元  みちたか 

    委   員  脇  元  繁  之       委   員  米  倉  みな 子 

    委   員  波  田  大  専 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 会 午後１時 

    ────────────── 

●中川賢一委員長  ただいまから第二部決算特

別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、三上洋右委員からは、

遅参する旨、届出がございました。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日は、本委員会に付託されました議案７件に

対する討論及び採決を行います。 

 最初に、議案７件を一括議題とし、討論を行い

ます。 

●山田洋聡委員  私は、ただいまから、自由民

主党議員会を代表し、第二部決算特別委員会に付

託されました令和６年度各会計歳入歳出決算認定

の件について、これを認定する立場で討論を行い

ます。 

 令和６年度一般会計当初予算は、札幌市の今後

10年間のまちづくりの指針となる第２次札幌市ま

ちづくり戦略ビジョンと、その実施計画である第

２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクション

プラン2023に掲げられた各事業、「子ども・子育

て支援」、「ＧＸ・脱炭素、経済活性化」、

「ウェルネス、ユニバーサル」、「安全・安

心」、「物価高騰対策等、市民生活を支えるため

の取組」の五つの柱に沿って重点的に計上し、物

価高騰対策の対応と計６回の補正予算を組んだ結

果、最終予算は１兆3,306億円に達しました。 

 これに対する決算額は、歳入総額１兆2,402億

円に対し、歳出総額１兆2,303億円となります。

これは個人住民税における定額減税の影響で、個

人住民税が減となった一方で、固定資産税や法人

市民税などの市税収入の増加など、財源確保に最
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大限の努力を払うとともに、限られた財源を有効

に生かすため、事務事業の再構築や可能な限り経

費の節減を図るなど、効率的な執行に努めた結果

であると評価をします。 

 しかしながら、財政調整基金の支消額は政令市

移行50年で２番目に多い59億円となり、決算余剰

金のうち22億円を積み立てた結果、令和６年度末

残高は283億円と５年ぶりに300億円を割り込むな

ど、財源不足対策に活用する基金残高は減少して

います。 

 札幌市の将来を見据え、今後の持続可能な財政

運営に向けてより一層の見直しを求めます。 

 札幌市としても今後人口減少が想定される中、

戦略的、効果的な取組に力を注ぎ、将来にわたり

安定的な行政サービスを提供していくためにも、

市税収入をはじめとする自主財源の確保等に引き

続き努め、スピーディーかつ着実に財政運営に当

たるよう、強く求めます。 

 それでは、我が会派が本特別委員会の中で指摘

した政策や事業について、特に指摘や意見が必要

と思われる事項について順次述べさせていただき

ます。 

 最初に、新たな都市づくりに向けた課題とし

て、新ＭＩＣＥ施設整備についてです。巨額の投

資が必要となる事業であり、市民の理解、納得を

得なければいけません。 

 ＰＰＰ／ＰＦＩなど、民間のスキルやノウハウ

を活用して検討し、市の負担を増やさずに民間活

力の導入をしていくよう求めます。 

 また、契約段階から需要を見極め、公共性と生

産性の両立が図れるかどうかについて、我々議員

はもとより、議会はもとより、地域住民との合意

を得ることがサステナブルにつながっていくと指

摘します。 

 次に、経済活性化と雇用に向けた課題として、

商店街応援隊派遣事業についてであります。 

 商店街の事務局機能の有無が制度の活用に大き

く影響していることから、伴走型の支援をより充

実させること。商店街内の合意形成のために事業

のよさを説明するなどして、機会を逃さないよう

に支援をすること。事業の情報発信について、時

代に合ったＳＮＳなどを利用した発信方法を取り

入れること。以上、３点を提案します。 

 次に、観光振興に向けた課題です。まず、中島

公園のさらなる魅力アップと新ＭＩＣＥ施設との

相乗効果についてです。 

 単に施設が隣接するだけではなく、公園とＭＩ

ＣＥをどう結びつけ、エリア全体として相乗効果

を生み出していくのかという視点が重要です。 

 来訪者が自然に公園に足を運べる動線づくりや

文化施設、周辺事業者との連携など、まち全体で

魅力を高める取組を進め、中島公園と新ＭＩＣＥ

施設が一体となって、札幌の新たな顔となるよ

う、積極的な推進を求めます。 

 次に、ＤＭＯについてです。 

 観光地経営戦略は観光まちづくりプランを書き

換えただけのものではなく、経営の視点を重視し

たものになるよう、来年４月に向けてしっかり準

備していくことを求めます。 

 また、ＤＭＯでは市の統計調査だけではなく、

戦略実行のために有益データを収集分析すると

いったマーケティングを強化し、その結果をプロ

モーション活動などに活用することはもちろん、

地域の事業者とも共有し、地域の稼ぐ力を引き出

すことが重要であると指摘します。 

 次に、定山渓の観光振興についてです。 

 受入環境の整備に加え、イベントやアクティビ

ティの充実など、近年定山渓の魅力が向上してい

ますが、さらなる誘客のためには街並みの景観も

重要です。 

 宿泊税など新たな財源を活用し、今後も景観の

向上やコンテンツの充実、プロモーションの強

化、さらには開湯160周年の記念事業などを実施

することで、観光客はもちろん、市民にも愛され

る地区になるよう、取り組むことを求めます。 

 次に、スポーツ推進によるまちづくりに向けた

課題についてです。 

 まず、スノーリゾート戦略の推進についてで
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す。スノーリゾート戦略は、世界のにぎわいを取

り込み、札幌の存在感を高めていく上で、札幌の

将来を左右する極めて重要な取組となるはずであ

り、その要である札幌国際スキー場のあるべき姿

については、これまでの先入観にとらわれること

なく描いていくよう求めます。 

 次に、アイスホッケーの振興についてです。 

 競技を行う施設の整備と競技の普及振興、盛り

上がりの両面からの取組が極めて重要であり、市

民が気軽に氷上スポーツに親しめる環境づくりを

進めていくことを求めます。 

 次に、藻岩山スキー場の運営についてです。 

 観光の推進やウィンタースポーツシティさっぽ

ろの実現に向けて、藻岩山スキー場がより多くの

人でにぎわうことは重要なことですが、市民ス

キー場として札幌市と全くの無関係ということは

さすがに不自然であります。札幌市が市民や観光

客、そして競技団体等の期待に応えるよう、関

わっていくことを求めます。 

 次に、モエレ沼公園野球場についてです。 

 スポーツＤＸの推進は競技力の向上だけでな

く、野球界全体の発展と地域の活力を生み出す原

動力であり、行政、企業、市民が一体となって支

える札幌モデルを引き継ぐよう求めます。 

 また、ＡＩカメラの活用を通じて、選手、指導

者、見る人、全てがつながる新しいスポーツ文化

を育み、札幌から全国野球界の未来を切り開く持

続可能なスポーツＤＸモデルを確立することを強

く求めます。 

 次に、医療保健・福祉施策の充実に向けた課題

についてです。 

 まず、指定障がい福祉サービスの事業者の指

導・監督体制の強化についてです。 

 現在の札幌市の運営指導は、国の指針に定める

おおむね３年に一度の水準を大きく下回っている

ことは行政の怠慢であり、現場の不適切な支援や

不正、虐待を未然に防ぐ体制が機能していないと

指摘します。今よりも10倍以上の運営指導を行う

ことで明らかになる課題も飛躍的に増えることが

予想されるため、効果的な運営指導を継続できる

市の職員体制の確保を強く求めます。 

 次に、札幌市医療体制審議会における審議状況

についてです。 

 審議における意見、指摘を踏まえ、今後求めら

れる答申は大変重要なものであり、今後の医療体

制に反映するよう指摘します。 

 また、夜間急病センターは、市民が安心して暮

らせる救急医療体制という札幌市のインフラで

す。指定管理者との連携が重要であり、現場の声

を聞きながら体制が維持できるよう、札幌市、指

定管理者、市民の三位一体で取り組むよう求めま

す。 

 次に、夜間及び休日における精神科救急医療体

制についてです。 

 夜間及び休日の行政側の対応は、障がい福祉課

の担当者６名の輪番による対応となっており、極

めて苦しい体勢と言わざるを得ません。支援を必

要とする市民、民間事業者、対応する職員が連携

していくためにも、迅速な体制の整備を強く求め

ます。 

 次に、シニア世代、高齢者のキャリア支援と活

躍についてです。 

 行政としてシニア世代の生きがい、やりがい、

働きがいに寄り添い、きめ細やかなサポートが必

要であり、本市の持続的な発展にはシニア世代の

活躍は極めて重要です。キャリアの再形成、学び

直し、カウンセリングやリスキリングなどしっか

りやることが重要であると指摘します。 

 次に、子育て環境の整備に向けた課題として、

子ども医療費助成の所得制限についてです。 

 政令市のうち、17市が所得制限の撤廃をしてい

る中、財政的に厳しいのであれば、例えば、小学

生まで所得制限を撤廃する等、段階的な措置を講

じるなど、全ての子どもが安心して医療を受けら

れるよう、早期に所得制限を撤廃するよう求めま

す。 

 次に、地域の生活に即したまちづくりに向けた

課題についてです。 
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 まず、居住サポート住宅の創設についてです。

居住サポート住宅の制度について、宅建業者、賃

貸住宅管理業者などの住宅関係のみならず、要配

慮者の支援に関わる福祉関係の事業者や地域にお

ける支援団体などにもしっかりと周知をしていく

ことが必要であり、行政などの福祉の窓口やその

地域の不動産業者などがしっかりと制度趣旨を踏

まえ、誰でも安心して生き生き明るく生活できる

よう、適切に案内、マッチングさせる体制整備を

求めます。 

 次に、住宅セーフティネット法の改正に伴う制

度の活用についてです。 

 登録申請前後におけるフォローアップ体制、相

談窓口やワンストップ支援体制の構築を市として

検討するとともに、居住支援法人と大家さんが両

輪として連携をし、残置物対応を含む現場課題に

しっかり受ける体制を整えることで、誰もが安心

して住める札幌モデルを築き、制度の実効性を高

めるためにも、札幌市独自の支援策を検討するこ

とを求めます。 

 次に、老人クラブにおける札幌市の新たな取組

についてです。 

 老人クラブの活性化と発展を目指し、2025年度

予算を大きく増額し、愛称さぽにこの設定、制度

の見直し、補助を利用しやすい環境整備などを進

めていることは評価します。これらの支援が着実

に成果につながるよう、対象となる高齢者団体に

様々な支援を伝え、そしてさぽにこが高齢者が笑

顔で集い、活動する居場所となり、生き生きと暮

らすことのできる組織になるよう求めます。 

 次に、福祉除雪事業における地域協力員の確保

についてです。 

 福祉除雪事業の安定した実施に向け、新たな地

域協力員の確保を考えていくためには、協力員と

しての活動負担の軽減や活動インセンティブの増

強も併せて必要です。福祉除雪事業と親和性の高

い団体に周知協力、働きかけを行うとともに、今

後特に若い世代の地域協力員確保の取組を進める

ために、様々なアイデアを駆使して、迅速に取り

組んでいくよう求めます。 

 次に、防災危機対策に向けた課題です。 

 まず、昨シーズンの少雪を踏まえた生活道路の

除排雪についてです。 

 生活道路除排雪の在り方検討に当たっては、除

排雪の効率化や制度設計の見直しだけでなく、地

域の役員が安心して続けられる仕組み、そして新

たな担い手が参加しやすい環境づくりを進めてい

くことが、制度の持続可能性そのものにつながり

ます。地域の力があってこそ札幌の冬の暮らしは

守られていることを認識し、現場で支えてくださ

る方々の負担を軽減し、地域が無理なく協働でき

る仕組みを構築するよう求めます。 

 次に、豊平川水道水源水質保全事業、バイパス

事業についてであります。 

 これまでのバイパス施設や平岸配水池での水力

発電導入の経験を生かし、エネルギーを生み出す

インフラとして役割を一層強め、ゼロカーボンシ

ティ札幌の実現に向けて、率先して取組を推進し

ていくことを求めます。 

 これからの時代に、水道事業を取り巻く環境は

一層厳しくなるからこそ、安全で強靭な水と環境

に優しい水の両立を図り、技術の継承と革新を両

輪に持続可能な水道経営を力強く進めていくこと

を強く求めます。 

 次に、下水道管の維持管理における新技術の活

用についてです。 

 今後様々な新技術が出てくると思います。国か

らの情報を待つのではなく、札幌市独自にスター

トアップなどと連携し、協調と競争のもと、一足

早く新しい技術にたどり着くということが重要で

あると指摘します。 

 最後に、制度執行と行政サービスの向上に向け

た課題として、市立札幌病院の決算と経営改善に

向けた取組についてです。 

 市民が誇れる病院として地域医療の中核を担い

続けられるよう、建設コストの抑制だけにとどま

らず、将来にわたり安定して収益を生み出せる経

営基盤をどう築くかという視点を持って計画的に
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取り組み、経営の再建と再整備、この両輪で次の

世代につながる病院づくりを進めていくことを求

めます。 

 以上、主な内容のみ述べさせていただきまし

た。我が会派はこれまでも責任会派として、本市

が実施する事業について議論してまいりました

が、引き続き、本市の発展のために責任を持って

対応することを申し上げて討論を終わります。

（拍手） 

●定森 光委員  私は民主市民連合を代表し、

第二部決算特別委員会に付託されました2024年度

札幌市各会計歳入歳出決算認定の件について、認

定する立場で討論を行います。 

 2024年度の一般会計予算は計６回の補正予算を

含め、最終予算額は１兆3,306億円となりまし

た。歳入決算額は１兆2,402億円、歳出決算額は

１兆2,303億円で実質収支は42億円となり、一部

を財政調整基金に積み立てております。 

 本市はアクションプラン2023に基づき、子育て

支援や脱炭素、観光まちづくりなど、地域の持続

性を高める取組を着実に進めており、この点を評

価するところでございます。 

 一方で、物価や人件費の上昇により固定的な歳

出が増加し、財政調整基金は５年ぶりに300億円

を下回るなど財政の柔軟性は縮小しております。

今後新たな行政課題にも着実に対応していくに

は、限られた財源を有効に生かし、戦略的で持続

可能な市政運営が求められます。 

 新ＭＩＣＥ施設については、今定例会では基本

施設整備方針に基づき議論を行ってきました。会

派としては、代表質問では基本計画策定に向けた

市民周知や意見反映の在り方を確認し、常任委員

会では土地取得や議会審議の進め方を確認してい

きました。 

 ただ、基本方針の段階では事業の具体的な詳細

までは示されておらず、今後の基本計画策定の過

程で丁寧に明らかにしていく必要がございます。 

 ＭＩＣＥの開催は観光をはじめ、本市経済に大

きな効果をもたらすことに疑いはございません。 

 一方で、事業費が当初見込みを大きく上回った

ことから、費用対効果や市民事業者の意見を踏ま

え、基本計画策定に向けた議会で議論を深めてい

くことを求めます。 

 我が会派としては、本市の目指すべきまちの姿

とまちづくりの方向性を市民と共有しながら、引

き続き札幌市の魅力を高め、市民生活の向上を実

現するための議論を重ねていく決意でございま

す。 

 それでは本委員会を通じて、我が会派が取り上

げてきた諸課題について提言、要望を含め、順次

局別に述べます。 

 まず、建設局に関する課題です。 

 道路事業などで生じる残地の有効活用には、市

民が分かりやすく残地の情報を得られる仕組みづ

くりが重要です。 

 また庁内への情報提供を強化し、他部署への積

極的な活用の提案を行い、売払い、貸付けを計画

的に促進するとともに、地域に資する活用策の検

討を求めます。 

 雪対策は地域の共助による取組をさらに推進

し、安全・安心な冬の暮らしを守る協働の体制づ

くりを進めることが重要であります。そのため町

内会など各団体への支援を拡充し、小型除雪機の

貸出台数の増強や購入補助の拡充を強く求めま

す。 

 早期発注工事の労務単価は、契約日によって受

注者に１％の負担が生じます。施行時期が同じで

あるのに不公平感があり、業界は疲弊しておりま

す。早期発注工事は可能な限り、新年度の労務単

価を適用できるよう取り組むことを求めます。 

 総合評価落札方式の工事に関しては、表彰制度

が加味される実績評価型については、対象工種に

偏りがあります。特に少ない舗装工事での適用を

増やすべきであります。 

 アドトラックについては、市民の声を事業者に

丁寧に伝えるなど改善に向けた働きかけを行うと

ともに、同様の課題を抱える他の政令市とも十分

に情報共有を進め、より効果的な対応策を検討す
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ることを求めます。 

 森林管理委託契約は所有者との面談や整備計画

づくりなど、多くの関係者が関わる専門性の高い

取組です。体制を整備し、民間所有の人工林の整

備計画づくりが着実に進むよう、取組の推進を求

めます。 

 次に、病院局に関する課題です。 

 市立札幌病院は高度急性期病院として重症患者

受入れの役割を担っております。施設面の制約や

業務負担を踏まえつつ、確実に重症患者を受け入

れられる救急体制の強化を進めることを求めま

す。 

 カスハラは医療現場で深刻な問題となっており

ます。市立札幌病院の実態に即した独自の対策マ

ニュアルを整備し、職員が安心して対応できる体

制づくり、予防的な周知の強化を進めることを求

めます。 

 次に、保健福祉局に関する課題です。 

 支援調整課の取組により、地域で複合的な課題

を抱える相談事案が浮き彫りになっています。こ

うした課題に対応できるよう、区保健福祉部の相

談支援体制と地域の外部団体との連携強化を求め

ます。 

 医療的ケア児レスパイト事業については、医療

的ケア児の保護者に対し、利用促進の周知を進め

るとともに、事業者の声も聞き、運用改善につな

げていくことを求めます。 

 言葉が出にくい、   などを特徴とする発話

障がいである吃音の当事者の方が直面する生きづ

らさは、想像以上に深刻であります。吃音を理解

してもらえる環境、吃音があっても安心して当た

り前に生活できる社会となるよう、心のバリアフ

リーの観点で取組を推進するよう求めます。 

 認知症の方と家族を地域で切れ目なく支えてい

くために、２か所の地域型認知症疾患医療セン

ターとかかりつけ医や地域包括支援センターな

ど、身近な支援機関との有機的なネットワークが

重要であります。それぞれの専門性を活用し、認

知症の方やご家族への対応力のさらなる向上を求

めます。 

 マススクリーニング事業については、かつて全

国を先導した本市の取組は高く評価する一方、現

在は他都市に後れを取っているのが実情でありま

す。国の実証事業への参加により拡充が始まった

ことは意義深く、子どもの命を守る検査として来

年度以降も着実に定着をさせるべきであります。 

 衛生研究所は、その検査研究機能が損なわれれ

ば、市民の安全や行政対応に深刻な影響を及ぼす

おそれがあり、早急な設備更新と体制強化を強く

求めます。 

 小学校におけるフッ化物洗口モデル事業につい

ては、教職員の負担軽減が確実に実現できるのか

等、しっかりと検証することを求めます。 

 自己採取ＨＰＶ検査事業の検査率は高くないた

め、利用者の声や費用面の情報などを伝え、対象

の女性たちに届くよう取り組むことを求めます。 

 新型コロナワクチンの副反応に関する周知を徹

底し、接種後に不調を抱える方が受診や救済制度

申請に円滑につながるよう、市民・医療機関への

丁寧な支援を継続することを求めます。 

 次に経済観光局に関する課題です。 

 第２期スタートアップ・エコシステムグローバ

ル拠点都市に選定された札幌・北海道スタート

アップ支援は、量から質へ転換し、成長段階に応

じた支援が必要であります。市内、庁舎内拠点ヤ

ング等を活用しながら、大学等との連携を強化

し、世界で戦える企業が生まれるエコシステムの

構築を求めます。 

 アクセスサッポロの跡地利用は、第一、第二駐

車場は、花き地方卸売市場の民間移転の検討の動

向を注視します。 

 また第三駐車場の来年度売却手続に当たり、単

なる価格競争で道外や国外の大手企業へ渡り、団

地内企業の更新に使われないのでは本末転倒であ

ります。事業内容も評価して、売却先を決めるよ

う要望いたします。 

 観光のバリアフリー化は、ハード整備や情報発

信に加え、様々な特性を持つ人々が相互に理解し
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合う心のバリアフリーの推進が重要であります。

観光産業に関わる多様な業種がこの考え方を共有

できるよう、政策の強化を求めます。 

 ワークトライアル事業は、能力開発や昇給、昇

進といったキャリア形成まで踏み込む伴走型の取

組であり、正社員を目指す方の自立に向けて大き

な意義がございます。今後も将来にわたる雇用の

安定に貢献する事業となることを求めます。 

 次に、交通局に関する課題です。 

 今年も夏、地下鉄では、車内・駅構内共に暑さ

が深刻でありました。乗客のための駅構内の暑さ

対策に加え、乗務員の健康被害を防ぐため、制服

の見直しなど現場に即した暑さ対策の強化を求め

ます。 

 次に、スポーツ局に関する課題です。 

 日本初開催となる東京2025デフリンピックに向

けて、ＰＲイベント等を通じて市民が選手を応援

できる機運醸成を進めることを求めます。 

 冬季国際スポーツ大会の継続的な誘致は、市民

の冬季スポーツの関心を高め、次世代選手の育成

や地域活性化につながります。市民、競技団体、

行政が三位一体で連携し、運営ノウハウを蓄積、

継承することで、将来にわたり国際大会を誘致で

きる体制の構築を求めます。 

 次に、都市局に関する課題です。 

 市街化調整区域における違法建築物の対応に向

けて、公平で客観的に判断できる行政基準が策定

されたことを評価いたします。法の趣旨と地域実

態に即した運用を徹底し、市民や事業者に対する

丁寧で開かれた情報発信により、違法建築物の発

生を未然に防止するよう求めます 

 高気密・高断熱住宅の促進に向け、来年度以降

も事業者の意見を丁寧に取り入れ、さらなる省エ

ネ住宅の普及につながる取組の検討を進めること

を求めます。 

 次に、下水道河川局に関する課題です。 

 下水道管路の維持に向けては、ＡＩやドローン

など新技術と人の力を組み合わせ、予防保全型の

維持管理へ転換することが重要です。得られた

データの可視化と検証体制の強化を進める取組を

求めます。 

 線状降水帯は道内でも発生し、被害が生じてい

ます。本市でも発生し得るとの認識に立ち、平時

の備えが重要です。米里排水機場の維持管理と更

新を着実に進めるとともに、その役割を市民に周

知し、防災体制の強化を求めます。 

 最後に、水道局に関する課題です。 

 第２次札幌水道ビジョンで掲げる事業は、市民

生活の安全・安心に不可欠です。物価高騰等の影

響がある中でも、収入の増加に関する検討やコス

ト縮減の工夫を図りながら、将来にわたり持続可

能な水道事業となるよう、計画的な取組を着実に

進めることを求めます。 

 以上が、第二部決算特別委員会で我が会派に所

属する各委員の提言、要望を交えて行った質疑で

す。 

 市長をはじめ、各理事者におかれましては、各

委員の指摘、提言について、今後の市政運営に積

極的に反映していただくことを求めて、私からの

討論を終わります。 

●好井七海委員  私は、ただいまから公明党議

員会を代表し、本特別委員会に付託されました令

和６年度各会計決算につきまして、これを認定す

る立場から討論を行います。 

 令和６年度の一般会計予算は、札幌市まちづく

り戦略ビジョンアクションプラン2023に掲げた各

事業を「子ども・子育て支援」、「ＧＸ・脱炭

素、経済活性化」、「ウェルネス、ユニバーサ

ル」、「安全・安心」、「市民生活を支えるため

の取組」の五つの柱に沿って重点的に計上した一

方、新型コロナウイルス関連の事業費が減少した

ことにより、合計では前年度比0.2％減の１兆

2,417億円を計上いたしました。その後、物価高

騰対策などへの対応として、必要な政策を機動的

に実施するため、計６回にわたり補正予算計411

億円を追加するなど、最終予算額は１兆3,306億

円となりました。 

 これに対し、歳入決算額は１兆2,402億円、歳
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出決算額は１兆2,303億円で、形式収支から翌年

度への繰越財源を差し引いた実質収支は42億円と

なり、この決算余剰金は22億円を財政調整基金に

積立て、残りは令和７年度への繰越しとしていま

す。 

 この収支の要因は、歳入において市税収入や地

方交付税が増となった一方、歳出において介護

サービス事業所など感染症対策費の減や病院事業

会計や高速電車事業会計への繰出金が減になった

ことなどによるものです。 

 また、令和６年度末の市債残高について、全会

計では前年度比ほぼ横ばいの１兆6,234億円であ

り、このうち臨時財政対策債を除く全会計の市債

残高は１兆1,268億円となり、アクションプラン

2023の見込額を下回る水準となっております。 

 我が会派は、物価高から国民生活を守るための

支援策を着実に実行するとともに、成長型経済へ

の転換に向けて、物価高を上回る賃上げの力強い

流れを中小企業や地方にまで広げていくための価

格転嫁の徹底や地域経済を活性化するための国内

投資の拡大、観光立国の推進など、日本経済の成

長を強力に推進する施策を実行すべきと考えま

す。 

 今後はアクションプラン2023を確実に推進する

とともに、直面する困難を乗り越え、持続可能な

強靭な札幌市を構築するために、どこまでも市民

の声を大切に受け止め、より豊かで安心な社会の

実現を目指した施策を力強く展開するよう求めま

す。 

 それでは本委員会を通じて、我が会派が取り上

げてまいりました主な諸課題等について、順次局

別に提言、要望等を含めて述べてまいります。 

 最初に建設局です。 

 我が会派が重視する気候変動を踏まえた雪対策

では、生活道路に加え、幹線道路での試験施工を

実施するとのことです。大雪や急な暖気に備えた

対応、排雪作業の前倒しなども示されたため、今

期の試験を安全に行い、検証を通じて市民と事業

者双方に有益な、持続可能な雪対策を構築してい

ただくよう求めます。 

 小規模現場でのＩＣＴ活用工事は、新モデル、

Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｅｐ ＳＡＰＰＯＲＯ型により

実施件数が増加しました。今後は、ＩＣＴ施工の

内製化促進と企業ニーズに沿った活用を進め、他

自治体をリードする取組を期待します。 

 木材利用では、木質バイオや地域内循環、木育

推進が重要です。我が会派では何度も取り上げて

きましたが、取組が十分とは言えない現状を踏ま

え、建設局を中心に部局横断的な推進体制を強化

するよう要望いたします。 

 次に、病院局です。 

 市立札幌病院の再整備、経営改善について、営

業収益の向上に加え、診療報酬以外の収入拡大に

も取り組むよう求めます。 

 次に、保健福祉局です。 

 ひきこもり実態調査の結果が、当事者支援や市

民理解の促進につながるよう求めます。重度訪問

介護については国の制度趣旨を踏まえ、札幌市の

運用を早急に見直すよう要望いたします。 

 認知症とともに生きる地域社会については、実

現のため、チームオレンジの早期全市展開を求め

ます。 

 救急医療ＤＸ化は現状意見を反映し、迅速な医

療連携が可能となるよう改善を求めます。 

 衛生研究所は、市民の安全を守る拠点として、

早急な機能強化の取組を渇望いたします。 

 フッ化洗口事業は導入が遅れれば遅れるほど、

札幌市の子どもたちは予防することができたはず

の病気になり、子どもの健康格差の解消のため、

速やかな全校実施を強く求めます。 

 次に、経済観光局です。 

 子育て中の女性等への就労支援は、ここシェル

ジュＳＡＰＰＯＲＯにおける就労支援のさらなる

充実と関係機関との連携強化を通じ、全体的な支

援充実を期待します。 

 未来牽引企業創出事業は、社会情勢に応じた柔

軟な支援と本事業の成果の発信を求めます。 

 観光振興におけるＤＭＯでは、市民と共有でき



 

- 329 - 

る観光資源を発掘する取組を大切にするよう求め

ます。 

 オーバーツーリズム対策では、観光客分散と閑

散期の新コンテンツ創出を進め、宿泊税とＤＭＯ

を活用し、観光施策の一層の充実を要望します。 

 農福連携の取組は、障がい者理解促進と雇用創

出に寄与する重要施策として、令和８年に策定予

定の次期都市農業ビジョンにしっかり盛り込むこ

とを要望します。 

 中央卸売市場では空室対策専門職を設け、持続

的経営に向けた取組を求めます。 

 次に交通局です。 

 地下鉄キャッシュレス化の推進については、ク

レジットカードタッチ決済による上限運賃サービ

スの年度内開始と、ＳＡＰＩＣＡに関する情報の

市民周知を求め、路面電車運転手の人材確保につ

いてはＳＮＳを活用した積極的な情報発信を要望

いたします。 

 次にスポーツ局です。 

 アクションスポーツについては普及を通じて札

幌の魅力向上を図り、大会誘致や施設整備などの

さらなる充実を求めます。 

 障がい者スポーツ振興の取組については、障が

い者スポーツセンター早期設置は当事者、関係者

の長年の悲願であり、基本構想を早期に策定する

よう強く求めます。 

 次に都市局では、住宅確保要配慮者支援に関し

民間、関係部局と連携し、大家が安心して受け入

れられるよう環境整備を進めていただき、居住支

援窓口「みな住まいる札幌」では、利用者に寄り

添う対応と字幕ディスプレー等の導入検討を求め

ます。 

 次に下水道河川局では、下水汚泥の肥料利用拡

大に向け、安全性、需要把握を徹底し、効果的な

施策を進めるよう要望いたします。 

 最後に水道局です。 

 満期メーター取替業務では最低制限価格の適正

設定と必要に応じ、総合評価方式導入などを検討

し、地元事業者が安定経営できる環境整備を求め

ます。 

 以上、本委員会の審議において、我が会派が取

り上げてまいりました質疑等の概要です。理事者

の皆様におかれましては、提言、要望を十分に検

討され、市政執行に当たられるよう強く要望いた

しまして、私の討論を終わります。 

●吉岡弘子委員  私は日本共産党所属委員を代

表し、本委員会に付託されました議案７件中、議

案第１号 令和６年度各会計歳入歳出決算認定の

件中関係分、並びに議案第６号 令和６年度札幌

市水道事業会計剰余金処分及び決算認定の件、及

び議案第７号 令和６年度札幌市下水道事業会計

決算認定の件に反対、残余の議案には賛成の立場

から討論を行います。 

 2024年度一般会計決算は、歳入約１兆2,401億

8,800万円に対し、歳出約１兆2,303億円でした。

歳入から歳出を差し引いた形式収支98億8,800万

円、翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支は

42億1,800万円です。 

 このうち、財政調整基金に22億円積み立てた結

果、基金の年度末残高は283億円となりました。 

 我が党は、財政調整基金は市民の大切な財源で

あり、必要に応じて適切に取り崩して活用すべき

と求めてきました。現在の基金残高は、アクショ

ンプラン2023で維持すべき水準とされる100億円

を大きく上回っており、市民生活や福祉に資する

事業に基金を活用する余地が残されていたことを

指摘いたします。 

 2024年度は、住民票などの証明書等発行手数料

や周囲施設の利用料の値上げ、市民の火葬料の有

料化など、市民負担が次々決められました。 

 しかし、物価高騰で厳しい生活になっている市

民の負担を軽減することを優先し、実施は見直す

べきです。 

 議案第１号に反対する理由の第一は、高齢者健

康寿命延伸費２億8,116万円は、来年度からの敬

老優待乗車証、敬老パスの事業縮小を前提とした

健康アプリのシステム開発事業費であるためで

す。 
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 2024年９月に健康アプリと同時に提案された変

更案に対しても市民の反対の声は大きく、昨年度

敬老パス制度縮小に対し、反対する請願・陳情が

相次ぎ、署名は６万筆を超えました。パブリック

コメントに寄せられた中で最も多いのは、敬老パ

スの現行制度の維持を求める意見でした。 

 しかし、本市は３割程度しかない市の案に賛同

する意見をもって各世代間の理解を得たとして、

敬老パスの縮小を来年度から実施する予定です。 

 市民は敬老パスの縮小を望んでいません。来年

度から予定される敬老パス縮小の実施は停止すべ

きです。 

 理由の第２は、マイナンバー関連システム改修

費8,285万円が含まれているからです。2024年12

月、従来の健康保険証の発行が停止され、マイナ

ンバー保険証に一体化されたために、確認方法が

複雑化しています。病院窓口ではトラブルが続い

ており、従来の健康保険証の復活が望まれていま

す。 

 また、マイナンバーカードの利用拡大により、

大量の個人情報が一気に漏えいする危険とプライ

バシーの侵害を引き起こすおそれがあること、ま

た、国による情報の一元管理により、国民監視を

強める仕組みであることから、マイナンバー制度

は廃止すべきです。 

 理由の第３は、直轄事業負担金13億円の中に、

市民合意のない都心アクセス道路建設のための測

量設計費、用地費、補償費が含まれているからで

す。 

 なお、議案第６号、第７号についても、都心ア

クセス道路整備に伴う管路の移設工事費用とし

て、水道事業会計に14億円、下水道事業会計に79

億円が含まれているため、反対です。アクセス道

路建設整備の前に、上下水道管移設工事を完了さ

せる必要があるために、管路改築計画になかった

工事を行うことにより、計画的な管路の改築に影

響が出ることも懸念されます。 

 理由の第４は、国民健康保険、後期高齢者医療

において、高い保険料がさらに引き上げられたた

めです。 

 理由の第５は、札幌市営住宅の管理戸数を抑制

するという方針のもと、借上げ市営住宅の４団地

182戸を用途廃止し、削減したためです。高い応

募倍率が続く中、削減すべきではなく、また、高

齢化社会における利便性や地域偏在を考え、契約

期間の延長をすべきでした。 

 次に、本委員会で取り上げた諸課題について、

局別に述べてまいります。 

 初めに、スポーツ局です。 

 藻岩山スキー場についてです。 

 昨年度、新たな運営体制として北海道スクエア

が選定され、札幌市とりんゆう観光との三者で協

定が締結されました。今後、ロッジやリフトなど

全体がリニューアルされますが、スキー文化継承

の拠点として、また今後も市民に親しまれ、愛さ

れる藻岩山スキー場となるよう、札幌市としても

しっかりと支えるよう求めます。 

 スキーリフト券料金助成については、開始当初

に比べ、市内や近郊のスキーリフト料金が２倍ほ

どに値上がりしていることなどを考慮し、助成の

増額や複数回利用できるような支援事業にするこ

とを求めます。 

 保健福祉局です。 

 障がい者施策についてです。 

 精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療受給

者証は、ほかの障がい者手帳同様に更新案内の送

付を早急に実施し、更新を確実にできるようにす

べきです。 

 また、地域活動支援センターについては、福祉

専門資格を持った職員を配置し、よりよい福祉支

援をしていることを評価した事業報酬とすべきで

す。 

 重度障がい者等日常生活用具給付事業について

です。物価高騰に伴い、今年度札幌市は給付基準

型の大幅改定を行いましたが、実態と合わないも

のもあるため、当事者団体との連携や独自の市場

調査、定期的な選定、基準額等の見直しを求めま

す。 
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 生活保護世帯への支援についてです。国が行っ

た生活保護の基準引下げについて、最高裁は憲法

25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

を侵害したものであり違法と断じ、保障措置の実

施を求めました。この判決について、本市は重く

受け止める、保障措置については国が責任を持っ

て対応すべきであり、対応が決まり次第、必要な

対応を速やかに行うとの答弁でした。保障措置を

早急に実施するよう、本市からも国に求めるべき

です。 

 敬老パスの再交付についてです。身体的な理由

などで自主的に敬老パスを返還した市民が、状況

が改善された後に再交付を求めても交付は認めら

れません。高齢者の外出を促し、社会参加を支援

することで、健康寿命の延伸や老後の生活を充実

させるという敬老パスの目的に照らして、要綱や

交付規則などを変更し、再交付について柔軟に対

応するよう求めます。 

 訪問介護事業についてです。事業報酬の引下げ

などにより、人材不足が深刻な訪問介護事業所に

おいて、ヘルパー派遣する人材紹介事業への紹介

手数料負担が職員の処遇改善に支障を来していま

す。実態を把握し、財政的支援を含め、現場の声

に応えた本市独自の人材確保支援策を、次期札幌

市介護保険事業計画の策定を待たずに実施するべ

きです。 

 国民健康保険の特別療養費の支給についてで

す。これまで本市は、国民健康保険料の滞納が続

くと10割負担の資格証明書を発行していました。

その後、2024年12月にマイナンバーカードとの一

体化に伴って、この制度は廃止されました。国の

通知により、個々の事情に応じた判断が求められ

たことから、これまでの資格証明書に代わる特別

療養費の支給対象者は、財産があるのに納付しな

い場合などに限ることとし、現在はいないことが

明らかとなりました。保険料が払えず、困ってい

る人の納付相談に当たっては、一人一人の状況、

実態に寄り添った丁寧な対応を行い、今後も発行

しないよう求めます。 

 子ども医療費助成について、質問しました。所

得の低い方ほど窓口負担が払えないために、子ど

もを受診させなかったという割合が高いことは、

本市のアンケートからも明らかです。所得制限撤

廃と併せ、窓口負担をなくし、子ども医療費完全

無償化の早期実現を求めます。ひとり親家庭の親

の医療費助成は、非課税世帯のみが対象です。受

診をためらうことで重症化すると、ひとり親では

特に子どもに大きな影響があります。入院と同様

に、課税世帯も対象とするよう早急に進めるべき

です。 

 次は、経済観光局です。 

 中小企業等の製造業、省エネカーボンニュート

ラル促進支援事業についてです。2024年度は１社

がこの事業を使って実施したところ、目標の目安

とされている施設全体の二酸化炭素排出量の年間

10ｔ以上の低減に対し約18ｔ、率として10％以上

低減する見込みです。効果が出ている事業ですの

で、取り組む企業数の拡大のため、予算の検討を

求めます。 

 国際会議などを開催する新ＭＩＣＥ施設整備事

業についてです。新たな施設建設は既存施設の利

用減少を招くことから、市民理解は得られませ

ん。今定例会の補正予算で可決された建設予定地

の土地取得契約は、金額を示さないもので前例が

なく、事実上の白紙委任で市民感覚とはかけ離れ

たものであり、白紙撤回を検討すべきです。 

 札幌農業の地産地消と鳥獣被害対策についてで

す。第３次さっぽろ都市農業ビジョン策定に当

たっては、地産地消推進のために産地表示として

のさっぽろとれたてっこの取組促進のための議論

を進め、札幌の農産物を市民が身近に感じられる

ビジョンとなるよう求めます。 

 鳥獣被害対策については、今後も体制強化を図

り、農業被害を少なくしていただくよう求めま

す。 

 建設局です。 

 すすきの中通りの冬期のつるつる路面について

お聞きしました。路上駐車が多く、除排雪が難し
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い面はありますが、雪に慣れていない観光客など

が転倒し、危険なことから、さらに改善をされる

よう求めます。 

 厚別山本公園のアクションスポーツエリアにつ

いてです。４月に厚別山本公園にオープンしたス

ケートボードなどが楽しめるエリアは、午後４時

30分までしか利用できません。放課後に利用した

い、時間を延ばしてほしいとの声が出ています。

利用者アンケートを実施して協議したいとのこと

ですので、早急に延長するよう申し上げます。 

 視覚障がい者誘導用ブロック、いわゆる点字ブ

ロックの整備についてです。本市計画のバリアフ

リー化を図る重点整備地区の約８割が整備されて

いる点字ブロックは、経年劣化等による補修が必

要な箇所が増え続けており、視覚障がい者の安全

な通行のために早急な対応が必要です。点字ブ

ロックの設置に当たっては、視覚障がい者だけで

なく、車椅子使用者を含む多様な当事者の歩行環

境整備のため、切り欠き配置など他都市の手法も

参考に検討するよう求めます。 

 街路樹の維持管理に関わって質問しました。本

市は、街路樹の伐採撤去については説明会や回覧

板、掲示によって、町内会、地域の方々に丁寧に

説明していると答弁され、また、住民が集い、緑

について学ぶことは重要との認識も示されまし

た。地域説明会では街路樹の役割を学び合い、伐

採ありきではない街路樹の維持管理を求めます。 

 下水道河川局では、下水道の点検調査の安全確

保についてお聞きしました。埼玉県八潮市の道路

陥没事故を受け、現在取り組まれている全国特別

重点調査において、埼玉県行田市、秋田県におい

て硫化水素中毒が原因とされる死亡事故が発生し

ました。本市は委託事業者任せにせず、発注者の

責任として安全確保を進めるとの答弁がありまし

た。本市が責任を持って安全を確保していくよう

求めます。 

 都市局です。 

 木造住宅耐震化の促進についてです。 

 木造住宅耐震化補助事業は、設計工事に至るも

のが年10件ほどと少なく、費用面もその一因と

なっています。補助金を事業者が受け取る仕組み

の代理受領制度は、住宅所有者が用意する費用の

軽減となるため、耐震改修促進に有効であること

から、本市での導入を求めます。 

 また、来年度からの第４次札幌市耐震改修促進

計画策定の際、本市の地震被害想定に合わせた対

応として、補助事業の対象を2000年５月までの新

耐震基準まで広げ、住宅の耐震化を進めるよう求

めます。 

 住宅確保要配慮者への居住支援についてです。

高齢者や障がい者、低額所得者など住宅確保要配

慮者が増加傾向にある中、要配慮者のみが対象の

セーフティネット専用住宅は、市内で97戸と少な

い上に、民間賃貸住宅のため、低廉な家賃ではあ

りません。国の住宅セーフティネット制度には、

入居者への経済的支援として家賃制度があり、他

都市は活用しています。本市も居住支援策とし

て、国の家賃補助事業を活用すべきです。 

 市営住宅の課題についてお聞きしました。結露

やカビによる修繕について、本市は入居者負担と

していますが、道営住宅では実態を把握し、修繕

費用は道が負担しています。同じ公営住宅法に

沿った対応であるのに、道と札幌市の対応の違い

が分かりました。低所得世帯である入居者に寄り

添い、本市の入居者負担を見直し、検討するべき

です。 

 また、物価高騰などで市民生活が厳しい中、公

的な住宅施策が一層求められています。修繕すれ

ば募集に回せる空き住戸2389戸は、速やかに修繕

し、募集戸数を増やすべきです。さらに、応募し

ても市営住宅に入居できない市民への家賃補助を

検討するべきと求めます。 

 最後に水道局です。 

 水道局では、道内の水道事業体と合同研修や研

究会を重ね、道内の事業体を牽引する役割を担っ

ています。 

 また、ＯＪＴ研修により胆振東部地震など災害

時の経験からの技術継承のほか、推進委員の指導
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力の向上のため、研究発表などを通じ、研さんに

努めているとのことでした。 

 一方で、40代、50代の技術職が少なく、若い世

代への育成、技術の継承が急がれます。道内連携

の強化とともに、人材の育成と技術継承を着実に

進めるよう申し上げます。 

 以上で、私の討論を終わります。（拍手） 

●荒井勇雄委員  私はただいまから会派を代表

いたしまして、第二部決算特別委員会に付託され

ました令和６年度各会計決算については、これに

賛成する立場から討論を行います。 

 まず、令和６年度の一般会計決算についてです

が、当初予算は札幌まちづくり戦略ビジョン、ア

クションプラン2023に掲げた各事業を、「子ど

も・子育て支援」、「ＧＸ・脱炭素、経済活性

化」、「ウェルネス、ユニバーサル」、「安全・

安心」、「市民生活を支えるための物価高騰対策

等の取組」の五つの柱に沿って、重点的に計上し

た一方、新型コロナウイルス関連事業費が減少に

転じたことにより、前年度比0.2％減少して１兆

2,417億円となりました。 

 さらに、前年度から繰越事業に関わる経費が

478億円あったほか、物価高騰対策への対応とし

て、必要な施策を機動的に実施するための補正予

算を計上した結果、最終的に411億円の追加とな

り、最終予算額は１兆3,306億円となりました。 

 そこで、決算の状況を見てみますと、歳入にお

いては市税等の一般財源が予算額を上回ったこと

に加えて、歳出において節制を図ったことによ

り、実質収支、いわゆる決算余剰金は42億円とな

り、そのうち22億円を財政調整基金に積み立て

て、残余は令和７年度に繰り越しております。 

 歳入の面を見ますと、市税は個人住民税におけ

る定額減税の影響で、個人市民税は減少となった

一方、地価の上昇や家屋の新増築等による固定資

産税の増加や企業業績が堅調に推移したことによ

る法人市民税の増加等により、前年度から29億

円、0.8％の増加となっており、市税収入は3,566

億円を超える水準となっており、過去最高の市税

収入となっております。 

 地方交付税を見ますと、基準財政需要額が増加

したことに伴い、前年度に比して173億円の増加

となりました。 

 一方、臨時財政対策債は前年度に比して134億

円の減少となり、地方交付税と臨時財政対策債の

合計は、前年比に比して39億円の増加となってお

ります。 

 また、市債は前年度から6.0％の増加となるな

ど、歳入の最終決算額は前年度に比較して2.5％

増加して１兆2,402億円となったところでありま

す。 

 歳出面を見ますと、経済費及び補助費等は減少

したものの、保健福祉費、環境費、職員費、人件

費、扶助費及び普通建設事業は増加して、最終決

算額は１兆2,303億円となりました。 

 目的別歳出の概要を見ますと、物価高騰対策関

連費決算額は、各種給付金の支給やプレミアム付

商品券の発行、学校給食費の公費負担等を行うな

ど360億円となったほか、別途169億円を繰り越し

ております。 

 保健福祉費は障がい福祉サービス費の増加等が

あり、145億円の増加となりました。 

 環境費は白石清掃工場の整備費用の増加等によ

り、40億円の増加となっております。 

 経済費は展示場整備推進費が減少したこと等に

より、41億円の減少となっております。 

 職員費は、定年引上げに係る経過措置により、

105億円の増加となっております。 

 性質別歳出の概要を見ますと、人件費は定年引

上げ経過措置に伴い、151億円の増加となってお

ります。 

 扶助費は、物価高騰対応臨時給付金が減少し、

低所得者支援、定額減税補助給付金、私立教育・

保育施設給付費及び訓練等給付費が増加したこと

等により、220億円の増加となっております。 

 普通建設事業費は、中央区複合庁舎の整備や再

開発事業に関わる経費が増加したことなどから、

94億円の増加となっております。 
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 補助費等は、介護サービス事業所等の感染症対

策費、病院事業会計や高速電車事業会計への繰出

金が減少したことなどから、57億円の減少となっ

ております。 

 新型コロナウイルス感染症対策の金額が減少し

たという要因はありましたが、歳入の根幹となる

市税収入の大幅な伸びに加え、予算執行に当たっ

て経費削減に努められた結果、札幌市の財政指標

は引き続き健全を保っていると評価をさせていた

だいているところであります。 

 また、独立採算を主眼とする病院事業などの企

業会計につきましても、一部決算収支が引き続き

マイナスになったことに加え、資金残がマイナス

に転じた実情に触れ、少し心配や不安を感じた面

がありますが、経営の健全化に向けて取り組まれ

ていただいていると認識しているところでありま

す。 

 全ての企業会計においては、いずれも市民生活

に密着した事業を営んでいるということを十分に

認識していただいた上で、今後とも引き続き経営

の健全化に取り組んでいただくよう強く求めま

す。 

 それでは、本委員会におきまして、我が会派が

取り上げてまいりました施策や課題につきまし

て、提言、要望等を含めて述べさせていただきま

す。 

 最初に、障がい福祉サービス事業における規制

改革についてであります。障がい福祉分野におい

ては国の規制改革実施計画に従い、手続負担の軽

減を進めております。これにより、障がい福祉

サービス事業に参入する事業者が急増している現

状であります。 

 我が会派は規制改革、すなわち規制緩和に関し

て推進する立場であり、規制緩和により新規参入

者が増えていくことは賛成ではありますが、規制

緩和により効率化や性善説に偏ることで、不正受

給等の温床になることを危惧しているところであ

ります。 

 このため、規制緩和がなされている中にあって

も、厳正に審査しなければならないことは、厳正

に対処していかなければならないと考えていると

ころであり、札幌市としましては以上を踏まえ、

バランスの取れた対処を徹底していただくよう要

望いたします。 

 最後に、原子力発電所の再稼働についてであり

ます。我が会派は原発の再稼働を求める立場であ

り、現在の物価高騰の局面においては、なおさら

その再稼働を求めるというものであります。賃金

は物価高騰に見合うだけの引上げとなっておら

ず、エネルギーコストの上昇などによる物価高騰

は家計を圧迫するほどの状況になっていると考え

ております。家計を助けるという観点からも、電

気料金の大幅なダウンを可能にし得る原発の再稼

働が必要であります。 

 反対の意見があるのは存じておりますが、とり

わけＥＢＰＭに沿った事業の開始を要望いたしま

す。 

 北海道及び札幌は中小企業が大変多い地域であ

り、やはり90年代の経済苦による自殺事情を鑑み

ましても、原発の稼働は必要と考えます。 

 また、将来的にデータセンターやＡＩの電力需

要、またＴｅａｍ Ｓａｐｐｏｒｏ－Ｈｏｋｋａ

ｉｄｏとしても脱炭素企業が伸びるまで暫定的に

でも稼働を知事に要望すべきと考えておりまし

て、札幌市においても原発の再稼働に向けた取組

を行っていただきたい、このように要望いたしま

す。 

 以上が、本委員会で我が会派が提言や要望を交

えて行った質疑の内容であります。市長をはじ

め、市の理事者におかれましては、我が会派の提

言を受け止め、今後の業務執行に反映されますこ

とを強く求めまして、私の討論を終えさせていた

だきます。 

●脇元繁之委員  大地さっぽろの脇元でござい

ます。よろしくお願いします。 

 私はただいまから、本定例会の第二部決算特別

委員会に付託されました令和６年度各会計決算に

つきまして、これを認定する立場から討論を行い
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ます。 

 まず、令和６年度の一般会計予算についてです

が、物価高騰対策等を内容とした計６回にわたる

補正予算を計上したことなどにより、最終予算額

は１兆3,306億円となりました。そこで、決算の

状況を見てみますと、まず歳入の面において特筆

すべき点は、市税収入が個人市民税における定額

減税の影響はあったものの、固定資産税の増加や

企業業績が堅調に推移したことなどにより、

3,567億円と過去最高額となったことでありま

す。 

 また、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた

広い意味での地方交付税につきましても、前年度

を約40億円上回る額を確保できたとのことであり

ます。 

 一方の歳出面に目を向けますと、扶助費が低所

得者への支援や障がい者に係る訓練等給付費の増

などによって、前年度より220億円の増となった

ほか、人件費も退職手当の増や人事委員会勧告に

基づく給与水準のアップなどによって150億円増

加、これに物価高騰による諸経費の増が加わり、

税収は伸びているものの、歳出の増がそれを上回

る状況にあります。 

 こうした要因もあって、令和６年度においては

財政調整基金を59億円取崩し、決算余剰金から22

億円を積立てはしましたが、同基金の年度末残高

は、283億円と300億円台の大台を割ったところで

あります。 

 札幌市の財政状況は、経常収支比率や実質公債

費比率といった財政指標の面では比較的健全度を

保ってはいるものの、物価高騰による経費増に加

えて、扶助費や人件費などの義務的経費も増加し

ていることから、財政調整基金など財源不足に対

応する基金の残高が思いのほか減少しているとこ

ろであります。 

 今後、人口減少社会に突入していく中にあって

税収の伸びは期待できず、財政運営はかつてない

ほど厳しさを増していくと予想されますことか

ら、内部経費の徹底した見直しはもとより、費用

対効果ということもしっかり念頭に置きながら、

各種施策の執行に当たっていただくよう求めてお

きます。 

 なお、独立採算を主眼とする企業会計のうち、

水道事業会計と下水道事業会計においては、今

後、施設・設備の老朽化に伴う建設改良費の大幅

な増加が見込まれますことから、引き続き事業の

計画的かつ効率的な執行により、経営の健全化に

努めていただくよう強く求めておきます。 

 それでは、本委員会において私が取り上げてま

いりました政策や課題につきまして、順次提言、

要望などを含めて述べさせていただきます。 

 最初に、市街化調整区域における違法建築物の

問題についてであります。南区の市街化調整区域

内にある民間動物園ノースサファリサッポロが、

都市計画法に違反して動物舎などの建築を行って

営業していたため、札幌市は違反建築物の除却を

指導していましたが、同園は９月末をもって閉園

となりました。 

 また、同じ南区内にある豊平峡温泉も市街化調

整区域内における用途変更が都市計画法違反に当

たるとして、札幌市から是正指導を受けているこ

とが判明しました。 

 この二つの事案は共に多くの人が訪れる人気施

設であるだけに、法に基づいて必要な手続を経て

いたなら、このような事態に発展せずに済んだと

思うと残念でなりません。ノースサファリサッポ

ロは、全ての建築物を除却しない限り違法状態を

是正することはできず、一方の豊平峡温泉は、都

市計画法に定める観光資源としての位置づけがな

されれば、違法状態を是正することも可能とのこ

とでした。 

 地域の魅力を高めていくための一つの手段とし

て、市街化調整区域内であっても適法な手続を取

れば、観光資源などとして事業展開できる道があ

ることの周知と併せて、法違反の事態を生じない

よう、適切な指導・監督を尽くしていただくよう

求めておきます。 

 なお、ノースサファリサッポロにおいては閉園
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したものの、同園にはライオンなどの特定動物を

はじめ、まだ多くの動物が取り残されておりま

す。心配なのは、去る10月23日と24日に、ノース

サファリサッポロが道警による家宅捜査を受け、

家宅捜査の２日目には札幌市の職員も立ち会って

いるとのことでした。捜査に口を挟むことはでき

ませんが、動物の命を最優先に考えた措置を心か

ら願うばかりです。動物の移動が完了するまでの

間、事故の防止はもとより、適正な飼育環境の維

持に向け、適時・適切な助言・指導に努めていた

だくよう要望しておきます。 

 次に、雪対策のうちのパートナーシップ排雪の

見直しについてであります。本年度から札幌市雪

対策審議会を設置して、持続可能な除排雪体制の

在り方について議論・検討を行っているところで

あります。このうち、市民生活に最も密着した

パートナーシップ排雪について、地域の負担をな

くして、これを全額市費負担で行うとした場合の

シミュレーションを提示しているところですが、

財政負担の問題もあるため、排雪幅の抑制が必要

となり、今後における試験施行の結果も踏まえな

がら、引き続き検討を進めていくとのことであり

ました。生活道路の排雪をパートナーシップによ

らず実施するとしても、道路幅員の狭いところな

ど地域には様々な事情がありますので、今後予定

している雪対策の基本方針の策定に向けまして

は、地域や除排雪事業者の声をしっかり受け止

め、可能な限りそれを反映したものとなるようお

願いをしておきます。 

 次に、オーバーツーリズム対策についてであり

ます。今年も多くの外国人観光客が札幌を訪れて

います。この秋口から冬にかけて紅葉と雪の世界

を楽しみにしたいというだけでなく、この北海道

で様々な体験をしてみたい、そして食を満喫した

いとして、国内外から多くの方がやってくると思

われます。 

 その一方で、近年は大きなスーツケースを抱え

た外国人観光客が路線バスを利用して移動する、

その機会が増えたことなどによって、地元住民の

方々がバスに乗り切れないとか、乗車マナーを守

らない人がいるといった副作用的なものが出てき

ているのも事実であります。 

 このため、札幌市では本年度から、手荷物配送

サービスの期間を長く設定するほか、交通混雑緩

和のためにバス停に整理員を配置したり、観光客

専用バスを走らせるなどの新たな対策に取り組む

とのことであります。誰もが快適に移動し、過ご

せるようにするため、これらの事業の幅広い周知

と併せて、多言語対応でのマナー啓発等に力を入

れていただくよう求めておきます。 

 次に、交通事業についてであります。交通局で

は、昨年度から車椅子利用者などが地下鉄利用時

にスムーズに乗り降りできるよう、地下鉄駅ホー

ムと車両との段差と隙間を縮小するためのスロー

プ設置工事に取り組んでおられます。 

 昨年度は、東豊線の４駅で着手し、令和８年度

までに全ての駅でのスロープ設置を完了する予定

とのことですが、車椅子利用者から車両とスロー

プに段差があり過ぎるので、もう少しスロープを

かさ上げしたほうがよいのではないかという声が

寄せられました。 

 そこで交通局では、東豊線４駅で、障がい者団

体の協力を得ながら、車椅子での乗り降りに支障

がないかどうかを改めて検証し、設計の見直しを

行ったとのことであります。 

 札幌の地下鉄はゴムタイヤ方式という特殊性を

持っている上に、地下鉄３線は車両の型式もホー

ムの形態もそれぞれ異なっておりますことから、

今後とも利用者目線ということを大事にしなが

ら、スロープ設置に取り組んでいただくよう要望

しておきます。 

 次に、北海道日本ハムファイターズ２軍施設の

誘致についてであります。本年７月に、ファイ

ターズ球団が千葉県鎌ヶ谷市にある２軍施設を札

幌圏に移転したい旨を表明いたしました。移転施

設の内容としては、メイン球場のほか、サブグラ

ウンド、室内練習場、選手寮などとしております

が、球団はまちづくりやにぎわいづくりの観点か



 

- 337 - 

ら、周辺に商業施設や住宅、宿泊施設の併設も描

いているとのことであります。 

 この動きは、スポーツによるまちづくりを目指

す札幌市にとって、大きな好機が訪れたと言って

も過言ではありません。官民一体となった大規模

な経済波及効果も期待されるからであります。特

に、北広島のエスコンフィールドの成功事例があ

るため、大きなプロジェクトであっても市民の理

解を得やすいと私は考えます。 

 ところが、市長、副市長は球団にとって魅力あ

る提案を行うためには、活用・提案可能な土地が

あるかどうかが重要で、適地が存在するのであれ

ば、具体的な提案をしていきたいと繰り返すばか

りで、誘致に向けての熱意が感じられません。こ

こ札幌には、再びこの街でファイターズの選手た

ちが躍動する姿を見たいと望んでいる市民の方々

や球場で選手たちと間近で触れ合うことに胸を膨

らませている子どもたちがおります。適地が存在

するのであればという受け身の姿勢ではなく、真

駒内公園など既に活用されている土地も含め、課

題をクリアしながら適地をしっかり選定した上、

市民もファイターズ球団も目を輝かせるような魅

力的な提案をしていただくよう強く求めます。 

 最後に、障がい福祉関係で質疑をさせていただ

きました、障がい福祉サービス報酬の地域区分に

よる不合理な逆転現象の問題等、下水道河川局で

取り上げさせていただきました国の要請による下

水道管特別重点調査に基づく改築事業への財政支

援についてであります。 

 これらの問題は、札幌市が直接解決できる事柄

ではないことは重々承知しておりますが、いずれ

も札幌市の事業者や市民の安全・安心に直接関わ

る重要な課題ですので、市として財政支援を含め

た抜本的な改善策を国へ強く求めていくよう要望

します。 

 以上が、本委員会で私が提言や要望を交えて

行った質疑の主な内容であります。市長をはじめ

市理事者におかれましては、この提言などをしっ

かり受け止め、今後の業務執行に反映されること

を求めまして私の討論を終わります。 

●米倉みな子委員  私は市民ネットワーク北海

道を代表し、本決算特別委員会に付託されました

議案第１号 令和６年度、2024年度札幌市各会計

歳入歳出決算認定の件中関係分について、賛成の

立場から討論をいたします。 

 2024年度一般会計決算額については、歳入が前

年度比2.5％増の１兆2,402億円、歳出は前年度比

2.4％増の１兆2,303億円となり、単年度実質収支

は42億円の黒字となりました。 

 一方、一般会計の市債残高は、前年度比0.3％

増の１兆1,268億円となり、市民１人当たりの市

債残高は57万2,521円と昨年に続き増加になって

おり、市民負担が課題になっています。 

 市民生活においては、食料品をはじめとする

様々な物価の高騰が止まらず、非常に大きな影響

を引き続き及ぼしており、市民は家計のやりくり

に疲弊し、将来への不安をますます募らせていま

す。 

 人口減少、超高齢社会となり、生産労働人口が

減少する中、限られた財源と社会資源を有効に活

用するとともに、過度な負担を先送りしない持続

可能な財政運営が今こそ求められています。 

 広がり続ける格差を解消するとともに、福祉や

子育て支援、教育などの取組を拡充するなど、時

代を担う子どもや若者、誰もが希望を持って安心

して暮らし、働くことができる社会の実現を目指

し、市政運営を行うことが重要です。 

 このような観点から、本特別委員会で取り上げ

たことを中心に、市政の諸課題について申し上げ

ます。 

 初めに保健福祉局についてです。 

 札幌市が2006年度から継続してきた札幌市障が

い者協働事業については、障がいのある方の働く

場がなかなか広がらない中、障がいのある方もな

い方も対等な立場で共に働く共生社会の仕組みを

つくってきた札幌市の独自事業として、大変高く

評価しています。事業者の方も一般企業では就労

が難しい障がいのある方たちの働く場所を確保で
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きて、そのことが当事者の生きがいにつながって

いると話され、この事業の大切さ、重要性を強調

されていました。 

 障がいのある方の雇用においては、法定雇用率

が上がり、雇用が義務づけられている企業が増え

ている中、物価高騰などで厳しい経営を強いられ

ている事業者も多いと思われており、合理的配

慮、支援などをしながら雇用を継続するというの

は非常に厳しい状況にあるのではないでしょう

か。 

 また、障がいのある方と一言で言っても、人そ

れぞれで皆違います。その人が活躍できる場を創

出していくことが、共生社会をつくっていくのだ

と考えます。 

 秋元市長も公約の中で、誰もが自分らしく活躍

できる持続可能なまちをつくりますと掲げていま

す。札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり

条例にのっとり、障がいのある方も自分らしく活

躍でき共に働き暮らすことができるよう、本事業

は廃止ではなく、当事者の意見を踏まえた協働事

業として継続していただくことを強く求めます。 

 また、フッ化物洗口のモデル事業については、

2024年度の10月より、市内四つの小学校において

実施しています。オラブリス洗口液で使われてい

るフッ化ナトリウムは劇薬です。オラブリス洗口

用顆粒の患者向け医薬品ガイドには、「この薬は

うがい薬です。飲み薬ではないので飲まないでく

ださい」とあり、この薬の使用中に気をつけなけ

ればならないこととして、「飲み込まないでくだ

さい」と再度記載されています。 

 さらに、飲み込むおそれがある小児には使用し

ないことなど、保護者に向けて詳しい説明が適用

上の注意として書かれています。児童と保護者に

は、自分たちが口に入れるものがどういうものな

のか、正しい情報を知る権利があるはずです。 

 フッ化物洗口をするのかしないのか、各自が

しっかりと考えて主体的な判断ができるよう、特

に子どもの視点で情報提供をすべきです。そし

て、子どもたちの健康被害を起こさないために、

１回分の誤飲についても体調の変化には十分に注

意を払うべきです。 

 フッ化物洗口を希望し、開始した後でも中断す

ることは可能として、保護者に通知していると聞

いていますが、しかし実際にはもうやめたいとな

かなか言い出しにくい雰囲気があって言えないと

いう声も届いています。子どもたちの安心な学校

生活につなぐためにも、フッ化物洗口については

開始した後でもいつでもやめることができること

を、教員をはじめ、関係者の皆さんに共有してい

ただいて、子どもや保護者に丁寧に説明すること

を改めて求めます。 

 市民ネットは、子どもが自分の意見をしっかり

と述べることができて、自分の行動は自分自身で

決めることができる、そのような環境が子どもた

ちにとってとても重要だと考えています。学校も

子どもが自分の意思を表現しやすい場所でなけれ

ばなりません。 

 例えば、子どもたちが学校で利用している心の

健康観察アプリ「シャボテンログ」に、フッ化物

洗口をする、しない、また実施後の体調の変化や

感想などについて書き込めるページをつくるな

ど、教育委員会とも十分情報共有し、検討するこ

とを求めます。 

 最後に、スポーツ局についてです。 

 本市では市民の自主的なスポーツ活動を促進

し、明るく豊かな生活に寄与するためとして、

2025年３月現在で278校において学校施設開放事

業を行っています。そのうち、ＡＥＤの設置状況

については、体育館や玄関などに設置されている

学校は２割弱で、残り８割強の学校は職員室前の

廊下が最も多く、次いで保健室や校長室前の廊下

などとなっています。こうした中で、夜間や土日

祝日の学校施設開放時には、体育館やトイレなど

必要最小限のエリアしか使用できないようになっ

ているため、ＡＥＤが職員室などに設置されてい

る学校の場合には、利用者はＡＥＤを使用できな

いのではないかと危惧をしています。 

 答弁では、平成29年の時点では、283校のう
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ち、約96％の学校で供用できる状況であったもの

の、ＡＥＤの供用が難しい学校も11校あり、現状

に関する調査を実施したいとのことでしたが、全

ての学校でＡＥＤを使用できることになっていな

かったのは課題と考えます。現状に関する調査を

実施したいとの回答でありましたが、前回の調査

から時間が経過しているため、ぜひ速やかに調査

を実施していただくよう要望します。 

 また、学校開放を利用している知人によると、

知人が利用した学校ではＡＥＤは開放玄関を入っ

て近いところに設置されているにもかかわらず、

利用者が使用していいかどうか分からない状態に

なっているとお聞きしたので、緊急時には学校開

放利用者もＡＥＤが使用できることを積極的に周

知していただくことも重ねて要望します。 

 学校施設開放事業は、子どもたちから高齢者ま

で幅広い年代の方がスポーツを楽しむ場として大

変重要な取組であると考えることから、こうした

学校施設の開放の際の命に関わる緊急事態への対

策は欠かすことはできず、ＡＥＤのより望ましい

設置場所の検討が必要と考えます。 

 市民が日常的にスポーツを楽しむ場を地域の中

で提供していただくとともに、気候変動など環境

の変化を受けて、今まで以上に市民の命を守るた

めの対策に力を入れていただくことを強く要望し

ます。 

 以上、要望を交えて諸課題を述べてまいりまし

た。理事者におかれましては、今後、これらの提

言、要望を市政に反映することを求め、私の討論

を終わります。 

●波田大専委員  私は、ただいまから、第二部

決算特別委員会に付託されました令和６年度会計

決算について、これを認定する立場で討論を行い

ます。 

 一般会計決算について、歳入面においては市税

決算額が3,567億円と過去最高額となり、歳入決

算額は前年度比2.5％増の１兆2,402億円となった

ところであります。 

 歳出面においては、歳出決算額は前年度比

2.4％増の１兆2,303億円となり、実質収支42億円

のうち、22億円を財政調整基金に積立て、残余は

令和７年度予算に繰り越したということです。 

 健全化判断比率は政令市平均より低い状況を維

持しており、引き続き安定した財政状況を保って

いると評価するところです。 

 一方で、財政調整基金の残高が283億円と、５

年ぶりに300億円を割り込んだほか、今後は市有

施設の更新需要の増加によって、市債残高も増加

し、実質公債費比率の悪化も見込まれておりま

す。今後も、日本維新の会が掲げる徹底した行財

政改革を着実に実行することで財源を生み出し、

子育て支援や教育の無償化など現役世代への配分

にもより一層取り組んでいただくことを強く求め

ておきます。 

 それでは本委員会において、私が取り上げてま

いりました課題や提言について、順次局別に述べ

させていただきます。 

 初めに病院局です。 

 市立札幌病院の病床利用率は直近では全体で

80％程度と、コロナ前の水準まで回復してきてい

るとのことでありますが、精神病床の利用率は

30％程度と利用率は病床の区分によっても異なる

とのことです。 

 令和元年度に病床数の見直しを行った際には、

一定の経営改善効果があったとのことであります

ので、今後も経営改善に向けた病床利用率の向上

に取り組むことはもとより、仮に病床が恒常的に

余っている現状があるとすれば、最後のとりでと

しての役割を果たすことができる体制を維持した

上で、病床数の削減も含む適正化の検討を行って

いただくことを求めておきます。 

 次に、保健福祉局です。 

 放課後等デイサービスの負担上限額について、

おおむね年収890万円以上のいわゆる高所得世帯

では、月額３万7,200円と高額な負担が強いられ

ていることに加えて、特別児童扶養手当や児童障

害児福祉手当、子ども医療費助成などについても

所得制限で対象外となってしまう方が多いとのこ
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とであります。このように障がいを持つ子どもを

養育する高所得世帯において、累進課税や所得制

限によってあらゆる給付の対象外となり、さらに

は高額なサービス料の負担を強いられることで、

実質的な可処分所得、いわゆる手取りが一般世帯

よりも少なくなるような逆転現象が起こり得るこ

とを札幌市として認識をしていながら、取れるべ

き対応策を取らず、不公平が事実上容認されてい

る現状はあまりにも理不尽かと思いますので、既

に多くの他の政令市や道内市町村で取り組まれて

いるような市独自の利用者負担軽減策に、早急に

取り組んでいただくことを求めておきます。 

 ＡＣＰ、アドバンス・ケア・プランニング、い

わゆる人生会議について、今後、終活支援とも連

携して普及啓発や情報提供に取り組むとのことで

すが、他の政令市では市独自のエンディングノー

トを作成して配布しているところも多く、その印

刷費用など終活関連事業者の広告収入で賄ってい

る事例もあります。このような他都市での取組事

例も参考としながら、市民の皆さんが願う最期の

迎え方をかなえる終活とＡＣＰのさらなる普及啓

発に取り組んでいただくことを求めておきます。 

 次に経済観光局です。 

 さとらんどのさらなる魅力アップに向けた検討

に当たり、近年農業現場でも普及しつつある自動

運転トラクターやドローン、ロボットの活用な

ど、いわゆるスマート農業は従来からの農業に対

するイメージを大きく変えるものであり、子ども

たちや若い世代の方々が農業に関心を持つ新たな

きっかけの一つとなり得るものと考えます。意欲

とノウハウを持つ民間事業者とも連携しながら、

多くの方が気軽にスマート農業に触れることがで

きる場を新たに創出することで、農業への関心を

一層高め、日本や北海道の農業の未来を育む施設

となるよう検討いただくことを求めておきます。 

 次にスポーツ局です。 

 大和ハウスプレミストドームを管理運営する株

式会社札幌ドームの2025年３月期決算は、前年度

の約６億5,000万円の赤字から一転し、約4,200万

円の黒字となっておりますが、札幌市の令和６年

度決算では、スポーツ振興基金を財源としたドー

ムに関連する交付金の支出が大幅に増額されてお

ります。これらの支出は、ドームの経営支援が目

的ではないとのことでありますが、結果として同

社の決算が黒字となり、札幌ドームの経営問題は

解決したかのように見せる手法は、市民の皆さん

に対して誠実ではないものと受け止めておりま

す。 

 花火大会やトミカ博など、スポーツの振興とは

直接的に関連のないイベントの新規開催の助成

に、スポーツ振興基金を財源とする札幌ドーム活

用促進費が充てられておりますが、これは基金条

例で定める基金の設置目的とはかけ離れた支出で

あると指摘をしておきます。 

 また、今年度は札幌ドーム活用促進費がさらに

増額され、平日利用の使用料負担の軽減にも充て

られるとのことですが、本来は使用料の差額を公

金で補助するような性質のものではなく、割安な

平日料金を新たに設定することで対応するべきも

のと求めておきます。 

 抜本的な管理運営の見直し策の一つとして、民

間の活力を最大限に生かす手法であるコンセッ

ション方式の導入をかねてより提言してまいりま

したが、札幌市で当初想定していたドーム周辺の

スポーツ交流拠点の形成に向けた動きに変化が見

られる中、ドーム周辺の施設の一体的な運営とは

一度切り離し、ドーム単体でのコンセッション方

式の導入も含めて、次期指定管理期間である令和

10年度以降の管理運営の検討に早急に取り組んで

いただくことを強く求めておきます。 

 次に都市局です。 

 市街化調整区域における違法建築として札幌市

から指導を受けている豊平峡温泉について、札幌

市の観光資源として新たな開発許可を取得するこ

とで、違法状態を是正できるとのことですが、事

業者にも相応の費用負担が発生するなど簡単な話

ではないとのことであります。建築基準法に基づ

く建築確認申請も行われ、建物の安全性にも特に
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問題がないとすれば、多くの市民や観光客に喜ば

れている札幌市の観光資源でありますので、違法

状態を改善するというのは当然でありますが、引

き続き市民目線に立った丁寧な対応を継続してい

ただくことを求めておきます。 

 最後に下水道河川局です。 

 下水道事業における官民連携、いわゆるウォー

ターＰＰＰの導入について、本年度既に導入可能

性調査に着手いただいておりますが、運営権その

ものを民間に委ねるコンセッション方式について

も、将来を見据えた選択肢の一つとして検討する

必要があるとのご認識をお示しいただき、令和８

年度から令和９年度にかけて調査・検討にも着手

するとのことでありました。 

 下水道使用料は、令和８年度には23％程度の値

上げが必要とされ、令和12年度以降にもさらなる

値上げが見込まれる非常に厳しい経営状況の中、

民間活力で管理・運営の在り方を抜本的に見直す

ことで収支改善を図り、将来世代に過度な負担を

強いることのないよう早急に検討を進めていただ

くことを求めておきます。 

 以上が、本委員会で私が取り上げてまいりまし

た課題や提言の主な内容であります。市長をはじ

め、理事者の皆様におかれましては、これらの提

言を今後の業務執行に反映していただきますこと

を強く求めまして、私の討論を終わります。 

●中川賢一委員長  以上で討論を終結し、直ち

に採決を行います。この場合、分割して採決を行

います。 

 最初に、議案第１号中関係分、第６号及び第７

号を一括問題といたします。 

 議案第１号中関係分及び議案第７号を認定すべ

きものと決定することに、議案第６号を剰余金処

分を可決すべきもの及び決算を認定すべきものと

決定することに賛成の委員のご起立を求めます。 

 （起立多数） 

●中川賢一委員長  起立多数であります。 

 よって、議案第１号中関係分及び議案第７号は

認定すべきものと、議案第６号は剰余金処分を可

決すべきもの及び決算を認定すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第２号から第５号までを一括問題と

いたします。議案第２号から第５号の４件を認定

すべきものと決定することに、ご異議ございませ

んか。 

 （「異議なし」の声あり） 

●中川賢一委員長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号から第５号の４件は、認定

すべきものと決定をいたしました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました

全案件に対する審査を全て終了いたしました。 

    ―――――――――――――― 

●中川賢一委員長  委員会の閉会に当たりまし

て、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本委員会の延べ質疑者数は115人、総審査時間

は24時間35分と、質疑者数が100人を超えて、審

査時間が24時間を超えたのは平成28年以来９年ぶ

りということでございます。近年まれに見る大変

活発な議論が展開されたものと、委員会を振り返

らせていただきたいと思います。 

 一方で私、委員会の開会時に市民に分かりやす

い合理的で無駄のない委員会運営を目指したいと

いうふうに就任の挨拶をしましたが、これだけ活

発な議論にもかかわらず、ほぼ連日時間内に議論

を収めていただきまして、これは市民目線を大切

にしていただいたものと受け止めさせていただき

たいと思います。 

 これもひとえにあおい副委員長をはじめ、理

事、委員の皆様、そして理事者、議会事務局の皆

様のご協力のたまものであるというふうに深く感

謝を申し上げたいと思います。 

 ただ一度だけ、17時を大幅に超過した日がござ

いましたけれども、これは私のひとえに力不足で

あると痛感をいたしており、この点、反省事項だ

と受け止めております。 

 この委員会の成果が今後の市政に十分に生かさ

れ、そして市役所、議会が一体となって札幌の明

るい未来に向けて進んでいけますよう期待を申し
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上げまして、閉会に当たっての挨拶とさせていた

だきたいと思います。 

 大変ありがとうございました。（拍手） 

    ―――――――――――――― 

●中川賢一委員長  これをもちまして、第二部

決算特別委員会を閉会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後２時32分 


